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2023 年 10 月 10 日 
電子カルテ「Hi-SEED Cloud」ご利用医療機関 御中 

㈱エネコム 
日レセサポート担当 横谷 

電話：0120-957-706 

注射薬や内服薬を外用薬で処方する方法 

現在、電子カルテでは、注射薬や内服薬を外用薬として入力することができません。 
電子カルテ側で下記いずれかの手順にて登録し、ＯＲＣＡへ会計送信後、ＯＲＣＡにて修正を行っていただく

必要が御座います。 
 電子カルテにて登録する薬剤が「外用で処方したい注射薬、または、内服薬」のみの場合は、下記手順を行い
ます。他の外用薬と同じ枠内に入力する場合は、下記手順は不要です。 
 
〇手順その１ 
１．電子カルテ側 
（１）カルテ右上「注射」タブより、処方する注射薬を検索し、選択後、数量を入力します。 

または 
   カルテ右上「投薬」タブより、処方する内服薬を検索し、選択後、数量を入力します。 
（２）処方薬の下にフリーコメントにて「外用薬として処方する」入力します。 
（３）カルテを「保存」または「確定」します。 
（４）会計送信を行います。 
２．ＯＲＣＡ側 

「２１ 診療行為」画面より、展開した内容を修正（注射薬・内服薬として入力した処方薬を外用薬に訂正）
します。 

 
〇手順その２ 
１．電子カルテ側 
（１）カルテ右上「投薬」タブより、外用薬を検索し、ダミーで外用薬を入力します。 
（２）ダミーで入力した外用薬の下にフリーコメントにて該当の注射薬、または、内服薬の名称を入力し、 

その数量を入力します。 
（３）ダミーで入力した外用薬を削除します。 
（４）カルテを「保存」または「確定」します。 
（５）会計送信を行います。 
２．ＯＲＣＡ側 

「２１ 診療行為」画面より、展開した内容を修正（外用薬剤として入力したフリーコメントを正しい薬剤
コードに訂正）します。 

以上 


